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・財務書類の作成基準日：令和５年３月３１日

（ただし、出納整理期間における現金の受払は、基準日までに終了したものとし

て処理しています）

・端数処理：表示単位未満を四捨五入、表示単位未満に端数が生じているものは

「０」と表示しています。そのため、下位項目との合計や差額が一致しない場合

があります。



これまでの公会計 

「公会計」とは、国や地方公共団体で行われている会計のことです。予算の適正か

つ確実な執行に資するよう、一会計年度の収支状況を明らかにすることに主眼が置か

れ、現金主義・単式簿記が採用されています。しかしながら、現金主義・単式簿記に

よる予算・決算制度は、発生主義・複式簿記を採用した企業会計と比べ、資産、負債

といったストック情報や減価償却費、引当金といったコスト情報が不足しています。

その不足を補うため、発生主義の概念を取り入れた財務書類を、総務省が示す「総務

省方式改訂モデル」により作成してきました。 

「総務省方式改訂モデル」は既存の「地方財政状況調査（決算統計）」を活用した

簡便な作成方法であり、固定資産に係る資産・負債の情報が不十分である点や、総務

省が示す財務書類の作成方式は「総務省方式改訂モデル」の他にも複数あり、他団体

との比較が十分に出来ない点等の問題点がありました。 

これからの公会計（統一基準） 

総務省は平成２７年１月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした「統 

一的な基準による地方公会計マニュアル」を公表し、平成２９年度までに当該基準に 

より財務書類を作成することを全ての地方公共団体に要請しました。このことにより、

全ての地方公共団体で統一基準により財務書類を作成することになり、他団体との比 

較可能性が確保されるほか、資産・負債情報も正確に整備されることとなりました。 

この統一的な基準による新しい財務書類から得られる情報を活用し、より安定した

財政運営に努め、また、市民の皆様に、市の財政情報をよりわかりやすく提供してい

きます。 

従来の公会計 
総務省方式改定モデル 

（平成２７年度決算以前） 

平成２８年度決算以降 

（統一的な基準） 

・単年度の現金情報し

か見えない

（資産・負債情報が

見えない）

・従来の会計を補完する

も、資産情報の正確性に

欠ける（固定資産台帳が

未整備）

・作成方法が複数存在する

ことで多団体との比較が

困難

・固定資産台帳が整備さ

れたことで、資産情報

が正確に

・全国統一の作成基準の

ため、多団体との比較

が可能に

統一的な基準による地方公会計制度について 
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貸借対照表（BS：Balance Sheet） 

• 市の保有する全ての資産や負債の現在高を表したもので、基準日（年度

末）時点における資産・負債・純資産の残高及び内訳がわかります。

行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement） 

• 一会計年度中の費用（減価償却費など、現金収支を伴わないものを含む）

と収益の取引高を表したもので、市の行政サービスにいくらコストがかか

り、行政サービスに伴う収入（使用料、手数料など）がいくらかがわかり

ます。

純資産変動計算書（NW：Net Worth statement） 

• 一会計年度中の純資産（及び内部構成）の変動を表したもので、純資産が

変動した要因がわかります。

資金収支計算書（CF：Cash Flow statement） 

• 一会計年度中の現金の収入・支出をその性質により３つの区分（業務・投

資・財務）で表したもので、現金の動きがわかります。

統一的な基準による財務書類 

「財務書類」は、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、 

「資金収支計算書」の４表から構成され、資産や負債の状況、コストやその財源の状

況などの財務状況を企業会計の考え方（発生主義・複式簿記）を用いて作成する書類

です。 

実際の現金の収支がなくても、経済的事実の発生に着目して費用や収益を計

上する会計基準のことです。一方で、実際の現金の収支の発生時点で費用や収

益を計上する会計基準を「現金主義」といい、行政の会計基準として従来から

用いられています。 
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・貸借対照表 ・行政コスト計算書 

 

負  債  

資  産 
 

現金預金  
純資産 

純行政コスト 

・資金収支計算書 

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支 

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高 

歳計外現金残高 

・純資産変動計算書 

前年度末純資産残高

純行政コスト 

税収等・国県等補助金

資産評価差額等 

本年度末純資産残高 

本年度末現金預金残高 

対象となる会計の範囲 

財務書類は、「一般会計等財務書類」、「一般会計等財務書類」に公営事業及び公営 

企業の特別会計を加えた「全体財務書類」、「全体財務書類」に一部事務組合や第３セ

クター等を加えた「連結財務書類」の３つがあります。 

  

国民健康保険事業特別会計、交通災害共済事業特別会計、

介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計 

最上広域市町村圏事務組合、山形県市町村職員退職手当組合、 

山形県後期高齢者医療広域連合、山形県消防補償等組合、 

山形県自治会館管理組合、新庄市土地開発公社、 

一般財団法人新庄市スポーツ協会 

全  体 

連  結 

一般会計等 一般会計 
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一般会計等貸借対照表 

（令和５年３月３１日現在） 

                              （単位：百万円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※（  ）内は対前年度増減額 

 

 
  

資 産 62,679 (△640) 負 債 19,515 (△629) 

固定資産     58,983(△1,130) 固定負債    17,792(△ 583) 

〇有形固定資産   50,656(△1,259) 

 ・事業用資産    24,029(△ 548) 

 ・インフラ資産  25,066(△ 671) 

 ・物品       1,561(△  40) 

 

〇無形固定資産     -(  - ) 

 

〇投資その他の資産 8,327(＋ 129) 

 ・投資及び出資金  4,479(＋  38) 

 ・投資損失引当金 △318(△   1) 

 ・長期延滞債権    186(△  10) 

 ・長期貸付金      237(△  43) 

 ・基金       3,755(＋ 142) 

 ・徴収不能引当金  △12(＋  3) 

〇地方債      15,304(△ 469) 

〇退職手当引当金   2,356(△  70) 

〇その他       132(△  44) 

流動負債     1,723(△  46) 

〇1年以内償還予定地方債 

           1,390(△  44) 

〇賞与引当金     162(＋  2) 

〇預り金       106(△  1) 

〇その他        65(△   3) 

純資産 43,164 (△ 11) 

 

〇固定資産等形成分61,620(△ 259) 

 

〇余剰分     △18,456(＋ 248) 
流動資産      3,696(＋ 490) 

〇現金預金       963(△ 372) 

〇未収金       100(＋  43) 

〇短期貸付金      43(＋   1) 

〇基金        2,594(＋ 870) 

〇棚卸資産        -(△  51) 

〇徴収不能引当金   △4(△  1) 

新庄市の貸借対照表 

令和４年度の一般会計の貸借対照表についてみてみましょう 
 一般会計について、市が所有する資産は６２６億７９００万円です。 

 資産形成の財源として、将来返済する地方債などの負債が１９５億１５００万円、これまで

の世代が負担した純資産が４３１億６４００万円です。 

庁舎、市営住

宅、学校、保育

園など、市が事

業を行うための

資産 

道路、橋梁、河

川、公園など市

民の社会生活の

基盤となる資産 

公営企業、関連

団体への出資金

など 

歳入の収入未済

額のうち、1年

を経過したもの 

歳入の収入未済

額のうち、回収

不可能見込み額 

現金預金及び1

年以内に現金化

が可能な資産 

歳入の収入未済

額のうち、1年

以内に発生した

もの 

販売用土地（中

核工業団地）な

ど 

返済期日が1年

を超える債務 

将来発生する退

職手当見込み額 

リース債務など 

1年以内に返済

期日が訪れる債

務 

翌年度に支払う

ことが予定され

る賞与のうち、

当該年度期間分 

1年以内に返済

期間が訪れるリ

ース債務など 

資産形成のため

に充当した資源

の蓄積額 

消費可能な資源

の蓄積額 
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貸借対照表の見方は？ 
 

基準時点（年度末）における市の財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳） 

を示すものです。市が現在どれだけの資産を所有し、その資産がどのような財源によ

り形成されたか、また、資産に対して将来世代の負担がどれだけあるかなどがわかり

ます。なお、「資産＝負債＋純資産」となります。 
 

借方 貸方 
 

負 債 
 

 

資 産 

 
市が所有し 
ている資産 

将来世代の
負担 

 

 
純資産 

 

これまでの
世代の負担 

 

 

左側（借方）が年度末において市が所有する資産を表し、右側（貸方）が資産を形

成するためにどのような資金調達を行ったかを表します。また、負債は翌年度以降に

支払う義務のある金額で、純資産はこれまで支払ってきた金額を表します。 

負債の額が増加し、純資産が減少していくと不健全な財政状況となっていきます。

負債の額が資産の額を上回り、純資産がマイナスの状態になると「債務超過」となり

ます。 

本市では資産が負債を大きく上回っていることから、健全な財政状況であると言え

ます。ただし、資産全体の８割以上を有形固定資産が占めており、それらに係る減価

償却費や維持管理経費などが経常費用として発生してくることに留意する必要があり

ます。 

令和４年度は、旧明倫中学校及び日新小学校プールの解体やその他資産の減価償却

が進んだことにより、事業用資産が減少しました。また、固定負債も新たな地方債の

発行が償還額より少なかったため、減少しています。 

なお、貸借対照表の計上項目の内訳については、附属明細書の２４ページ～２９ペ

ージをご覧ください。 

 

 

市民一人当たりの資産額＝１８９万２千円（対前年度+１万６千円） 
資産額６２，６７９百万円÷住民基本台帳人口３３，１２３人（令和５年３月３１日時点） 
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一般会計等行政コスト計算書 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 （単位：百万円） 

※（  ）内は対前年度増減額

経常費用  17,657（△ 946）

〇業務費用  9,764（△ 495）

・人件費 2,459（△ 180）

職員給与費 1,749（△  9） 

賞与等引当金繰入額 162（＋ 2） 

退職手当引当金繰入額  -（△  240）

その他  548（＋  67） 

・物件費等 7,125（△ 308）

物件費 4,758（△ 332）

維持補修費 339（△ 201）

減価償却費 2,028（＋ 225）

・その他の業務費用 180（△  7） 

支払利息  77（△  2） 

徴収不能引当金繰入額   17（△ 2） 

その他  86（△  3） 

〇移転費用   7,893（△ 451）

・補助金等 3,854（＋  168）

・社会保障給付 2,852（△ 641）

・他会計への繰出金 1,157（△  6） 

・その他  30（＋  28） 

経常収益 511（＋ 126）

〇使用料及び手数料 237（＋  23） 

〇その他  274（＋  103） 

純経常行政コスト 17,146（△1,072） 

〇臨時損失 512（＋ 202） 

・災害復旧事業費  -（  -  ） 

・資産除売却損  301（＋  171） 

・投資損失引当金繰入額    1（△ 179） 

・その他  210（＋ 210） 

〇臨時利益  211（＋  206） 

・資産売却益  211（＋  206） 

純行政コスト  17,447（△1,076）

新庄市の行政コスト計算書 

令和４年度の一般会計の行政コスト計算書について見てみましょう 
令和４年度の会計期間中（令和４年４月１日から令和５年３月３１日）の行政サー

ビスにかかった経常費用（経常行政コスト）は１７６億５７００万円で、経常収益

（使用料・手数料等の行政サービスの利用者負担額）を差し引いた純経常行政コス

トは１７１億４６００万円です。

また、資産の売却などに係る臨時損益などを加味した

翌年度6月に支給する期末勤勉手当見込額 

当該年度に繰り入れた退職手当引当金 

消耗品費、光熱水費、委託料、使用料など 

公共施設等の修繕費など 

固定資産について、取得価格を法定耐用年数で

除した額を費用として計上したもの 

市債償還額のうち利子分 

当該年度に繰り入れた徴収不能引当金 

補助金、助成金、負担金 

扶助費（障害者自立支援給付費、生活保護費な

ど） 

特別会計への繰出金 

施設使用料などの利用者負担 

財産貸付収入、雑収入など 

災害復旧費や資産除売却損など臨時的に発生す

る経費 

資産の売却による収入が固定資産台帳価格を上

回る場合の差額など 
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行政コスト計算書の見方は？ 
 
 

行政コスト計算書は福祉や消防、教育などの行政サービスを行うために必要な費用 

（コスト）の一覧表で、道路や公共施設などの整備や基金への積立など資産の形成に

かかる経費を除いた、会計期間中の行政サービスに使った費用・収益の取引高を明ら

かにすることを目的としたものです。この表により、コストの状況や行政サービスの

対価として得られた収入の状況などがわかります。 

前頁を見ると、「社会保障給付」が前年度に比べ減少していることがわかります。

これは、前年度に行われた住民税非課税世帯等臨時特別給付金や子育て世帯臨時特例

給付金などの給付事業に８億円ほどの事業費がかかり、今年度はその事業が行われな

かったことなどが影響したものです。また、「物件費等」も減少していますが、これ

はふるさと納税事業に係る費用が前年度に比べ減少したことなどが影響したものです。

その他、前年度に完成した明倫学園校舎棟、体育館棟の減価償却が開始したことによ

り、「減価償却費」が増加しています。 

なお、行政コスト計算書を見る際の留意点として、引当金繰入額や減価償却費とい

った現金支出を伴わないコストが計上されている点や、税収や地方交付税等がサービ

ス対価の経常収益とみなされず計上されていない点があります。 

社会保障給付が経常的に増加し続けている一方で、その大きな財源となる国県支出

金が経常収益として計上されていないため、純行政コストを増大させる要因となって

います。 

行政コスト計算書の計上項目の内、「補助金等」の内訳については、附属明細書の

３０ページをご覧ください。 

 

 

減価償却費とは 
建物など固定資産は時間の経過とともに価値が減少していくことから、会計上

も同様に一定期間にわたり価値を減少させます。このことを「減価償却」とい

い、当該年度に減少させた分をコストとして計上したものが「減価償却費」で

す。 
 

 

市民一人当たりの経常費用（経常行政コスト） 

＝５３万３千円（対前年度△１万８千円） 
経常行政コスト１７，６５７百万円÷住民基本台帳人口３３，１２３人 

市民一人当たりの純行政コスト 

＝５２万７千円（対前年度△２万２千円） 
純行政コスト１７，４４７百万円÷住民基本台帳人口３３，１２３人 

※住民基本台帳人口は令和５年３月３１日時点
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一般会計等純資産変動計算書 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日   （単位：百万円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（  ）内は対前年度増減額 

 

 

前年度末純資産残高  43,175（＋648） 

〇純行政コスト（△）     △17,447（＋1,076） 

〇財源             17,269（△1,556） 

 ・税収等           12,493（△  466） 

 ・国県等補助金        4,776（△1,090） 

本年度差額      △178（△480） 

〇固定資産等の変動（内部変動） 

 ・有形固定資産等の増加 

 ・有形固定資産等の減少 

 ・貸付金・基金等の増加 

 ・貸付金・基金等の減少 

〇資産評価差額          △28（△  30） 

〇無償所管換等           195（△  150） 

〇その他                -（＋    1） 

  本年度純資産変動額   △11（△659） 

本年度末純資産残高 43,164（△ 11） 

新庄市の純資産変動計算書 

 

「純資産」とは、道路や公共施設などの資産（貸借対照表の借方）の取得のために、

これまでの世代が既に負担したものです。この表は貸借対照表の「純資産」が、会計

期間中にかかった純行政コストや税収等の収入、そして固定資産などの増減により、

１年間にどのように変動したかを表しています。 
 

 
令和４年度は「本年度差額」がマイナスになっています。これは、当年度の行政

サービスにかかったコストを当年度の財源（税収等及び国県等補助金）でまかなう

ことができなかったということであり、将来世代へ負担を一部先送りすることとな

りました。これは地方交付税の減少が主な要因と考えられます。今後もコストの縮

減と財源の確保に努めていきます。 

 
令和４年度の純行政コスト１７４億４７００万円に対して、財源となる税収等や国

県等補助金は１７２億６９００万円となり、本年度差額は△１億７８００万円です。 

この本年度差額に無償所管換等などを加算した結果、令和４年度の純資産は令和３

年度末の純資産より１１００万円減少し、４３１億６４００万円となりました。 

行政コスト計算書の「純行政コスト」と一致 

市税、税交付金、地方交付税、地方譲与税など 

国・県支出金 

有形固定資産税等（有形固定資産、無形固定資

産）及び貸付金・基金等（投資その他の資産、

流動資産のうち短期貸付金及び基金）の増減額

をそれぞれ計上する。 

有価証券等の評価差額 

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額 

貸借対照表の「純資産」と一致 
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一般会計等資金収支計算書 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日  （単位：百万円） 

業務活動収支      1,944 (＋  9) 

〇業務支出           15,605（△  929） 
 ・業務費用支出        7,712（△  478） 
 ・移転費用支出        7,893（△  451） 

〇業務収入          17,549（△  920） 
 ・税収等収入         12,491（△  485） 
 ・国県等補助金収入      4,673（△ 461） 
 ・使用料及び手数料収入     200（△   1） 

 ・その他の収入         185（＋   27） 
〇臨時支出              -（  -  ） 
 ・災害復旧事業費支出        -（  -  ） 
〇臨時収入             -（  -  ） 

投資活動収支    △1,729（＋2,134) 

〇投資活動支出         3,387（△2,851） 
 ・公共施設等整備費支出      882（△2,360） 
 ・基金積立金支出       1,452（△  487） 
 ・投資及び出資金支出      248（＋  38） 

 ・貸付金支出          805（△   42） 
〇投資活動収入         1,658（△ 717） 
 ・国県等補助金収入       104（△ 628） 
 ・基金取崩収入         439（△ 309） 

 ・貸付金元金回収収入       848（△   42） 
 ・資産売払収入         267（＋  262） 

財務活動収支      △586（△2,247) 

〇財務活動支出         1,507（＋   72） 
 ・地方債償還支出       1,434（＋   57） 

 ・その他の支出          73（＋  15） 
〇財務活動収入           921（△2,175） 
 ・地方債発行収入         921（△2,175） 
 ・その他の収入          -（  -  ） 

本年度資金収支額    △371（△  104) 

〇前年度末資金残高       1,228（△  267） 

本年度末資金残額     857 (△  371) 

〇前年度末歳計外現金残高     107（△   4） 

〇本年度歳計外現金増減額    △ 1（＋   3） 

〇本年度末歳計外現金残高     106（△   1） 

本年度末現金預金残高   963 (△ 372) 

※（  ）内は対前年度増減額

新庄市の資金収支計算書 

 
業務活動収支が１９億４４００万円、投資活動収支が△１７億２９００万円、財

務活動収支が△５億８７００万円となり、本年度資金収支は△３億７１００万円と
なりました。令和３年度末の資金残高１２億２８００万円に本年度資金収支と歳計
外現金を合わせると、令和４年度末資金残高は９億６３００万円となりました。 

投資活動及び財務活動以外の業務の提供に関す

る活動に係る収支 

人件費、物件費等、市債の支払い利息など 

事業実施等に係る補助金・助成金・負担金、福

祉・医療・子育て・障害・生活保護などの扶助

費、他会計への繰出金 

投資活動収入以外の国・県支出金 

建物等の建設や用地取得、出資など資産形成に

係る支出、基金の積立・取崩などに伴う資金の

収支 

公共施設等の整備に係る国・県支出金 

 

一会計期間における現金収支の状況を、業務

活動（投資活動及び財務活動以外の業務）、投

資活動（公共施設等整備）、財務活動（地方債

発行・償還等）の区分別に示したものです。ど

のような活動に資金を必要とし、その資金をど

のように賄ったかを示しています。 

 実際の現金の動きを示すもので、市の決算書

に近い財務書類といえます。 

資金収支計算書の見方は？ 

市債発行額や市債の元金償還等に係る資金収支 

リース債務の支払い 

各資金収支の合計 

形式収支（翌年度への繰越金） 

歳計外現金（一時的に預かる保証金等公金では

ないもの）の残高の動き 

貸借対照表の流動資産中「現金預金」と一致 
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ここでは、令和４年度財務書類の数値を用いた様々な財政指標により市の財

政状況を分析します。 
※比率の算定方法及び類似団体平均数値は、国の「統一的な基準による財務書類に関する調査」による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務書類から見えてくる市の財政状況 

〇基礎的財政収支（プライマリーバランス） 
 （R3類似団体平均値 １２億６０００万円） 

R4指標：１１億５１３６万円 

R3指標：△８億１５５８万円 

 地方債などの元利償還金を除いた支出と、地方債発行（借入）などの借金による収入を除いた

収入のバランスを見る指標です。収支がプラスの場合は、借金に頼らない事業実施が行われてい

ることを示しています。 

算定式：資金収支計算書上の業務活動収支※１＋投資活動収支※２ 

※１支払利息支出を除く、※２基金積立金支出及び基金取崩収入を除く 

分析：令和４年度の基礎的財政収支は１１億５１３６万円（対前年度＋１９億６６９４万円）と

黒字であり、令和４年度の単年度としての収支は健全であると言えます。 

業務活動収支は前年度並みですが、投資活動収支は、前年度に明倫学園の校舎棟と体育館

棟の建設が完了したことにより多額の支出があったことから、令和４年度は赤字額が大幅に

減少し、数値が改善しています。 

令和４年度で比較すると基礎的財政収支は類似団体平均値よりも下回っています。今後も

その他の市有施設の建設、改修などが続くことから、良好な数値を保てるよう引き続き行政

コストの削減に努めていきます。 

 

 

 

〇債務償還可能年数 
 （R3類似団体平均値  ―  ） 

R4指標：  ７．８年 

R3指標：  ７．４年 

借入金残高等の実質的な債務に対し、各年度の償還可能財源（資金収支計算書等の数値をもと

に算出）を返済に充てた場合、どの程度の年数で償還可能かを示しています。債務償還可能年数

が短いほど、債務償還能力が高いと言えます。 

算定式： 

実質債務（将来負担額※１－充当可能基金残高）÷償還財源（業務収入等※２－業務支出※３） 

※１将来負担額及び充当可能基金残高については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の

算定方法による。 

※２業務収入は、資金収支計算書における業務収入（地方税、地方交付税等）による。また、

業務収入等は、「業務収入＋減収補補填債特例分発行額＋臨時財政対策債発行可能額」と

する。 

※３業務支出は、資金収支計算書における業務支出（人件費、物件費、補助金等）による。 

分析：令和４年度の債務償還可能年数は７．８年（対前年度＋０.４年）となっています。実質債

務は、地方債現在高の減少や充当可能基金の増加により減少した一方、償還財源である臨時

財政対策債が大幅に減少したことにより、やや数値が増加しました。 

財政の持続可能性（健全性） 

 持続可能性（健全性）は、借金などの負債と収支のバランスはとれているかという財

政運営に関する本質的な視点です。財務書類においては発生主義により、引当金や未払

金など全ての負債を捉えることができます。 
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〇純資産比率 
 （R3類似団体平均値 ７１．９％） 

R4指標：  ６８．９％ 

R3指標：  ６８．２％ 

 この比率が高いほど、これまでの世代の負担によって資産を取得してきたことを意味します。 

純資産の変動は、将来世代と現世代の間で負担の割合が変動したことを意味します。純資産の減

少は、現世代が将来世代にとっても利用可能な資源を消費して便益を得た一方で、将来世代に負

担が先送りされたことを意味し、逆に、純資産が増加すれば、現世代の負担によって将来世代も

利用可能な資源を蓄積したことになります。 

算定式：純資産※÷資産合計 

※貸借対照表の純資産及び資産合計 

分析：令和４年度の比率は６８．９％（対前年度＋０．７％）となり、類似団体平均と比べやや

低い値となっています。 

将来世代の負担に比べ、これまでの世代による負担が多くなっていることがわかります

が、今後、将来世代に過大な負担を残すことのないよう、引き続き行政コストの削減、計画

的な施設更新に努めます。 

 

 

〇将来世代負担比率 
 （R3類似団体平均値 ２０．１％） 

R4指標：  ２０．４％ 

R3指標：  ２０．０％ 

社会資本等について、将来の償還等が必要な地方債（市債）等により形成されている割合で

す。社会資本等形成に係る将来世代の地方債負担の比重を把握することができます。 

算定式：地方債残高※÷有形・無形固定資産合計 

※附属明細書「地方債（借入先別）」。資本形成に充当されない臨時財政対策債、減税補填債

等は除く。 

分析：令和４年度の比率は２０．４％（対前年度＋０．４％）です。 

類似団体平均値よりやや高い率となっていますが、学校施設等の解体や減価償却の影響に

より有形・無形固定資産が減少したため数値が上昇しました。今後も老朽化した市有施設等

改修事業など大規模事業が続きますが、引き続き、市債残高の圧縮と、将来世代の負担が過

大にならないよう計画的な市債発行を行っていきます。 

世代間公平性 

 道路や学校などの公共施設は、将来世代に引き継がれ、長期間利用され続けるもので

す。世代間の負担の公平性の観点に基づき、指標の動きに注視していきますが、一方

で、財政の健全性という観点では、交付税措置のない市債の発行は必要最小限にとどめ

るべきでありますので、他団体と比較しながら適切な負担割合となるよう検討していき

ます。 
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〇有形固定資産減価償却率 
 （R3類似団体平均値 ６３．８％） 

R4指標：  ５９．１％ 

R3指標：  ５７．５％ 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を計算することに

より、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを把握することができます。

数値が高いほど老朽化が進んでいることを示しています。 

算定式：減価償却累計額※１÷（有形固定資産合計※２－土地等の非償却資産※３＋減価償却累計額） 

※１貸借対照表の事業用資産及びインフラ資産に属する各減価償却累計額の合計 

※２貸借対照表の有形固定資産 

※３貸借対照表の土地、立木竹、建設仮勘定及び物品の合計 

分析：令和４年度の比率は５９．１％（対前年度＋１．６％）となり、有形固定資産の増加に伴

い類似団体平均よりやや低い値となりました。公共施設等の老朽化対策は当市においても大

きな課題となっていますが、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の最適な配置・長寿命

化を推進していくことで、公共施設等の適正管理に努めていきます。 

内 訳 主な資産 取得価格 減価償却累計 期末簿価 構成比 
減価償

却 率 

生活イン

フラ 

道路、橋りょう、公営住

宅、公園など 
557億2747万円 337億9913万円 219億2834万円 62.7% 60.7% 

教育 

学校、市民文化会館、市

民プラザ、図書館、市民

体育館など 

269億9068万円 142億1272万円 127億7796万円 30.4% 52.7% 

福祉 
保育所、放課後児童クラ

ブなど 
5億3103万円 2億7922万円 2億5181万円 0.6% 52.6% 

環境衛生 
斎場、保健センター、公

衆便所など 
8億3731万円 5億5532万円 2億8199万円 1.0% 66.3% 

産業振興 エコロジーガーデンなど 11億7733万円 7億1845万円 4億5888万円 1.3% 61.0% 

消防 
防災行政無線、積載車、

消火栓、防火貯水槽など 
15億4835万円 13億7429万円 1億7406万円 1.7% 88.8% 

総務 市庁舎、普通財産など 20億6440万円 15億5464万円 5億976万円 2.3% 75.3% 
合 計  888億7657万円 524億9377万円 363億8280万円 100.0% 59.1% 

 

 

〇歳入額対資産比率 
 （R3類似団体平均値 ３．６年） 

R4指標：  ２．９年 

R3指標：  ２．５年 

当該年度の歳入総額に対する資産の比率です。これまでに形成されたストックとしての資産が、

歳入の何年分に相当するかを表し、他団体と比較することで市の資産形成の度合いを測ることがで

きます。 

算定式：資産合計÷歳入総額※ 

※資金収支計算書の収入、前年度末資金残高の合計 

分析：令和４年度の比率は２．９年（対前年度＋０．４年）です。類似団体平均を下回る値とな

っていますが、資産全体の８割以上を占める有形固定資産の増加は、減価償却費や維持管理

経費などの経常費用の発生につながるため、他の指標も見ながら計画的な資産形成を進めて

いきます。 

資産形成度 

 資産形成度とは、「将来の世代に残る資産はどの程度あるか」という観点に基づく指

標です。 
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一般会計等財務書類 
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【様式第1号】

新庄市 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 58,983,220   固定負債 17,792,360

    有形固定資産 50,656,219     地方債 15,303,832

      事業用資産 24,028,729     長期未払金 -

        土地 7,322,204     退職手当引当金 2,356,003

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,727,232     その他 132,525

        建物減価償却累計額 △ 19,585,051   流動負債 1,722,532

        工作物 3,049,901     １年内償還予定地方債 1,389,516

        工作物減価償却累計額 △ 1,722,886     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 161,900

        航空機 -     預り金 105,892

        航空機減価償却累計額 -     その他 65,224

        その他 - 負債合計 19,514,892

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 237,329   固定資産等形成分 61,619,775

      インフラ資産 25,066,156   余剰分（不足分） △ 18,455,852

        土地 5,048,732

        建物 75,098

        建物減価償却累計額 △ 75,098

        工作物 51,024,355

        工作物減価償却累計額 △ 31,110,752

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 103,821

      物品 2,496,633

      物品減価償却累計額 △ 935,299

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 8,327,001

      投資及び出資金 4,479,276

        有価証券 -

        出資金 247,809

        その他 4,231,467

      投資損失引当金 △ 318,056

      長期延滞債権 186,196

      長期貸付金 237,155

      基金 3,755,237

        減債基金 73,131

        その他 3,682,106

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 12,808

  流動資産 3,695,596

    現金預金 962,915

    未収金 100,290

    短期貸付金 42,502

    基金 2,594,053

      財政調整基金 2,437,480

      減債基金 156,573

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 4,165 純資産合計 43,163,924

資産合計 62,678,816 負債及び純資産合計 62,678,816

貸借対照表
（令和5年3月31日現在）
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【様式第2号】

新庄市 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額

  経常費用 17,656,941

    業務費用 9,763,640

      人件費 2,459,017

        職員給与費 1,749,260

        賞与等引当金繰入額 161,900

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 547,858

      物件費等 7,124,677

        物件費 4,757,420

        維持補修費 339,135

        減価償却費 2,028,121

        その他 -

      その他の業務費用 179,945

        支払利息 76,528

        徴収不能引当金繰入額 16,972

        その他 86,446

    移転費用 7,893,301

      補助金等 3,853,891

      社会保障給付 2,852,290

      他会計への繰出金 1,156,701

      その他 30,420

  経常収益 510,726

    使用料及び手数料 237,135

    その他 273,591

純経常行政コスト 17,146,215

  臨時損失 512,194

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 300,856

    投資損失引当金繰入額 1,317

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 17,447,311

    その他 210,021

  臨時利益 211,099

    資産売却益 211,099
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【様式第3号】

新庄市 （単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 43,174,588 61,879,449 △ 18,704,861

  純行政コスト（△） △ 17,447,311 △ 17,447,311

  財源 17,269,428 17,269,428

    税収等 12,493,230 12,493,230

    国県等補助金 4,776,198 4,776,198

  本年度差額 △ 177,883 △ 177,883

  固定資産等の変動（内部変動） △ 426,892 426,892

    有形固定資産等の増加 907,465 △ 907,465

    有形固定資産等の減少 △ 2,333,828 2,333,828

    貸付金・基金等の増加 1,703,400 △ 1,703,400

    貸付金・基金等の減少 △ 703,929 703,929

  資産評価差額 △ 28,308 △ 28,308

  無償所管換等 195,527 195,527

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 10,664 △ 259,673 249,009

本年度末純資産残高 43,163,924 61,619,775 △ 18,455,852

純資産変動計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

新庄市 （単位：千円）

資金収支計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

 業務支出 15,605,006

 業務費用支出 7,711,705

   人件費支出 2,456,879

 物件費等支出 5,096,556

 支払利息支出 76,528

 その他の支出 81,742

 移転費用支出 7,893,301

 補助金等支出 3,853,891

 社会保障給付支出 2,852,290

 他会計への繰出支出 1,156,701

 その他の支出 30,420

 業務収入 17,549,384

 税収等収入 12,491,381

 国県等補助金収入 4,672,646

 使用料及び手数料収入 199,788

 その他の収入 185,569

 臨時支出 -

 災害復旧事業費支出 -

   その他の支出 -

 臨時収入 -

業務活動収支 1,944,378

【投資活動収支】

 投資活動支出 3,387,447

 公共施設等整備費支出 881,616

 基金積立金支出 1,452,007

 投資及び出資金支出 248,368

 貸付金支出 805,456

 その他の支出 -

 投資活動収入 1,658,250

 国県等補助金収入 103,552

 基金取崩収入 439,299

 貸付金元金回収収入 848,383

 資産売却収入 267,016

 その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,729,197

【財務活動収支】

 財務活動支出 1,507,232

 地方債償還支出 1,434,165

   その他の支出 73,067

 財務活動収入 920,616

 地方債発行収入 920,616

前年度末歳計外現金残高 106,523

本年度歳計外現金増減額 △ 631

本年度末歳計外現金残高 105,892

本年度末現金預金残高 962,915

 その他の収入 -

財務活動収支 △ 586,616

本年度資金収支額 △ 371,434

前年度末資金残高 1,228,457

本年度末資金残高 857,022
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一般会計等財務書類における注記 
 
１ 重要な会計方針 
 
（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの 
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

ただし、取得原価と再調達原価の乖離が大きいものについては、再調達原価をもって取得原価

としています。 
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。 
イ 昭和 60 年度以後に取得したもの  
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。 
② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 
（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 
② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 
イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価 

③ 出資金 
ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 
イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
   販売用土地･････････個別法による低価法 
 
（４）有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 
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なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物   2 年～50 年 
工作物   7 年～75 年 
物品 2 年～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっています。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取

引及び重要性の乏しいものでリース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイ

ナンス・リース取引を除きます。）

･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･････････リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

④ 共通事項

・減価償却は取得の翌年度から開始します。

・耐用年数を経過した後においても存する場合は、原則として備忘価額 1 円を計上しますが、

無形固定資産については備忘価額を計上しません。

・土地、立木竹、美術品・骨董品、歴史的建造物、建設仮勘定については減価償却を行いません。

（５）引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

② 徴収不能引当金

未収金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ以外

の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
長期延滞債権について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、そ

れ以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上していま

す。

長期貸付金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ

以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
③ 退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支

給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当市へ按分される額を

加算した額を控除した額を計上しています。

④ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
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（６）リース取引の処理方法 
① ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 
･････････通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。  

イ ア以外のファイナンス・リース取引 
･････････売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 
･････････通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 
（７）資金収支計算書における資金の範囲  

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。 
 
（８）消費税等の会計処理 
   消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 
 
（９）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 
物品については、取得価額が 50 万円以上の場合に固定資産として計上しています。 
美術品については、取得価額に関わらず、すべて固定資産として計上しています。 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 
資本的支出と修繕費の区分基準については、償却資産に対して修繕等を行った場合に、修繕等に

係る支出が当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるか

どうかを判断し、認められる部分に対応する金額を資本的支出として資産に計上しています。 
ただし、修繕等に要した金額が 60 万円未満であるときは修繕費として処理しています。 

 
２ 重要な会計方針の変更 
  該当事項はありません。 
 
３ 重要な後発事象 

該当事項はありません。  
 
４ 偶発債務 
  該当事項はありません。 
 
 

 
- 20 -



５ 追加情報 
  
（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 
一般会計 

  ② 一般会計等と普通会計の対象範囲の差異 
    差異はありません。 

③ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 
④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況（令和 4 年度）は、

次のとおりです。 
実質赤字比率   ‐％ 
連結実質赤字比率  ‐％ 
実質公債費比率    7.1％ 
将来負担比率     2.0％ 

⑤ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 203,728 千円  
⑥ 繰越事業に係る将来の支出予定額 225,446 千円 

 
（２）貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 
ア 範囲 令和 5 年度予算において、財産収入として措置されている公共資産 
イ 内訳 該当事項はありません。 

② 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含

まれることが見込まれる金額  14,406,895 千円  
③ 減債基金に係る積立不足額 
  該当事項はありません。 
④ 基金借入額（繰替運用）残高 
  該当事項はありません。 
⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりで

す。 
（単位：千円） 

項目 金額 
標準財政規模 9,908,886 
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,156,963 
将来負担額 23,610,440 
充当可能基金額 7,275,238 
特定財源見込額 1,747,594 
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 14,406,895 
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⑥ 地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額  
197,749 千円 

 
（３）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 
① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 
② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 
 
（４）資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支               （単位：千円） 
 一般会計等 
業務活動収支（Ａ） 1,944,378 
うち支払利息支出（Ｂ） 76,528 
投資活動収支（Ｃ） △1,729,197 
うち基金積立金支出（Ｄ） 1,452,007 
  基金取崩収入（Ｅ） 439,299 
基礎的財政収支 
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

1,304,417 

 
② 既存の決算情報との関連性                    （単位：千円） 

 一般会計等 
収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 20,736,707 19,879,685 
繰越金に伴う差額※ △608,457 - 
基金繰入に伴う差額 - 620,000 
資金収支計算書 20,128,250 20,499,685 

※ 繰越金については、歳入歳出決算書では収入として計上しますが、統一的な基準による資金収支計

算書では計上しないため、その分だけ差額が生じます。 
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③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

（単位：千円）

金額

資金収支計算書

  業務活動収支 1,944,378 
  投資活動収入の国県等補助金収入 103,552 

未収債権額の増減額(減少は△) 33,234 
  減価償却費 △2,028,121
  賞与等引当金増減額（増加は△） △2,138
  退職手当引当金増減額（増加は△） 70,214 
  徴収不能引当金増減額（増加は△） 2,094 
  投資損失引当金増減額（増加は△） △1,317
  資産除売却損 △300,856
  資産売却益 211,099 
  出資金の強制評価減額 △210,021
純資産変動計算書の本年度差額 △177,883

④ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

一般会計等

一時借入金の限度額  1,500,000 千円 
 一時借入金に係る利子額  なし
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.4

%
2
2
,6

1
6

-
2
,6

5
0

2
,6

5
0

(財
)山

形
県

消
防

協
会

1
,0

6
3

1
,0

6
3

9
0
,7

8
6

1
,8

0
9

8
8
,9

7
7

4
9
,0

3
0

2
.2

%
1
,9

2
9

-
1
,0

6
3

1
,0

6
3

(財
)や

ま
が

た
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
1
1
,2

1
2

1
1
,2

1
2

2
,4

2
0
,3

3
9

1
9
7
,6

9
7

2
,2

2
2
,6

4
2

1
,9

2
1
,6

1
8

0
.6

%
1
2
,9

6
8

-
1
1
,2

1
2

1
1
,2

1
2

(財
)山

形
県

国
際

交
流

協
会

3
,5

4
8

3
,5

4
8

3
5
7
,3

6
5

4
,6

7
6

3
5
2
,6

9
0

3
4
9
,6

5
1

1
.0

%
3
,5

7
9

-
3
,5

4
8

3
,5

4
8

(財
)山

形
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

7
2

7
2

3
6
7
,7

0
6

7
,2

8
6

3
6
0
,4

1
9

3
4
1
,5

5
2

0
.0

%
7
6

-
7
2

7
2

(財
)山

形
県

総
合

社
会

福
祉

基
金

7
,6

0
0

7
,2

4
4

1
,2

9
2
,2

9
2

6
3
2

1
,2

9
1
,6

6
0

1
,3

6
9
,6

0
6

0
.6

%
7
,1

6
7

-
7
,2

4
4

7
,6

0
0

(財
)地

域
活

性
化

セ
ン

タ
ー

3
5
0

3
5
0

4
,6

8
9
,9

8
6

2
8
5
,5

8
5

4
,4

0
4
,4

0
1

2
,4

5
0
,7

7
0

0
.0

%
6
2
9

-
3
5
0

3
5
0

(財
)や

ま
が

た
森

林
と

緑
の

推
進

機
構

2
3
,3

0
2

2
3
,3

0
2

5
8
,7

7
3
,3

1
3

3
9
,6

0
1
,5

0
5

1
9
,1

7
1
,8

0
8

1
8
,8

3
6
,2

2
2

0
.1

%
2
3
,7

1
7

-
2
3
,3

0
2

2
3
,3

0
2

(財
)山

形
県

臓
器

移
植

推
進

機
構

1
,6

3
0

1
,6

3
0

2
1
0
,0

8
1

1
1
0

2
0
9
,9

7
0

2
0
5
,5

5
0

0
.8

%
1
,6

6
5

-
1
,6

3
0

1
,6

3
0

(財
)山

形
県

暴
力

追
放

運
動

推
進

セ
ン

タ
ー

4
,7

5
1

4
,7

5
1

7
7
6
,8

8
5

1
,2

2
6

7
7
5
,6

5
9

7
0
5
,1

9
2

0
.7

%
5
,2

2
6

-
4
,7

5
1

4
,7

5
1

(財
)山

形
県

勤
労

者
育

成
教

育
基

金
協

会
9
,3

3
0

9
,3

3
0

1
,1

7
0
,7

0
7

1
0
6

1
,1

7
0
,6

0
1

1
,0

0
4
,6

0
0

0
.9

%
1
0
,8

7
2

-
9
,3

3
0

9
,3

3
0

山
形

県
土

地
改

良
事

業
団

体
連

合
会

6
0
0

6
0
0

5
,6

3
7
,4

8
3

1
,0

0
2
,0

8
3

4
,6

3
5
,4

0
0

6
5
,5

2
0

0
.9

%
4
2
,4

4
9

-
6
0
0

6
0
0

山
形

県
住

宅
供

給
公

社
5
0
0

5
0
0

7
,9

1
3
,7

3
5

3
6
4
,6

5
0

7
,5

4
9
,0

8
5

2
6
,0

0
0

1
.9

%
1
4
5
,1

7
5

-
5
0
0

5
0
0

新
庄

信
用

金
庫

5
0
0

5
0
0

8
3
,1

1
0
,2

2
4

7
7
,8

7
9
,3

3
9

5
,2

3
0
,8

8
5

2
3
8
,8

5
2

0
.2

%
1
0
,9

5
0

-
5
0
0

5
0
0

(社
)山

形
県

青
果

物
生

産
出

荷
安

定
基

金
協

会
4
3
0

4
3
0

6
1
7
,3

9
4

2
9
6
,6

6
5

3
2
0
,7

2
9

2
8
0
,0

0
0

0
.2

%
4
9
3

-
4
3
0

4
3
0

(社
)山

形
県

畜
産

協
会

7
0
0

7
0
0

9
0
8
,2

3
8

3
5
3
,5

5
1

5
5
4
,6

8
6

3
1
5
,9

2
0

0
.2

%
1
,2

2
9

-
7
0
0

7
0
0

山
形

県
農

業
信

用
基

金
協

会
5
,9

5
0

5
,9

5
0

1
4
2
,2

0
9
,7

7
0

1
3
3
,5

0
4
,2

7
6

8
,7

0
5
,4

9
3

4
,1

2
6
,0

3
0

0
.1

%
1
2
,5

5
4

-
5
,9

5
0

5
,9

5
0

最
上

広
域

森
林

組
合

1
5
,7

4
7

1
5
,7

4
7

5
4
3
,4

3
8

1
7
1
,7

2
0

3
7
1
,7

1
8

1
3
5
,1

4
0

1
1
.7

%
4
3
,3

1
4

-
1
5
,7

4
7

1
5
,7

4
7

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

3
,9

0
0

3
,9

0
0

2
4
,5

5
6
,3

2
9
,0

0
0

2
4
,1

6
2
,3

8
2
,0

0
0

3
9
3
,9

4
7
,0

0
0

1
6
,6

0
2
,0

0
0

0
.0

%
9
2
,5

4
3

-
3
,9

0
0

3
,9

0
0

合
計

1
8
1
,6

5
0

1
6
5
,1

4
8

2
5
,3

8
5
,7

6
6
,6

4
8

2
4
,8

7
8
,5

5
9
,9

3
9

5
0
7
,2

0
6
,7

0
9

6
3
,5

1
3
,9

1
6

9
6
3
,8

9
5

-
1
6
5
,1

4
8

1
8
1
,6

5
0
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④
基

金
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

種
類

現
金

預
金

有
価

証
券

土
地

そ
の

他
合

計


(貸
借

対
照

表
計

上
額

)
(参

考
)財

産
に

関
す

る


調
書

記
載

額

財
政

調
整

基
金

2
,4

3
7
,4

8
0

-
-

-
2
,4

3
7
,4

8
0

2
,1

8
7
,4

8
0

減
債

基
金

（
固

定
資

産
）

7
3
,1

3
1

-
-

-
7
3
,1

3
1

7
3
,1

3
1

減
債

基
金

（
流

動
資

産
）

1
5
6
,5

7
3

-
-

-
1
5
6
,5

7
3

1
5
6
,5

7
3

ま
ち

づ
く
り

応
援

基
金

1
,2

5
4
,7

4
1

-
-

-
1
,2

5
4
,7

4
1

8
2
8
,6

8
8

市
有

施
設

整
備

基
金

1
,8

1
9
,8

2
5

-
-

-
1
,8

1
9
,8

2
5

1
,8

6
9
,8

2
5

シ
ル

バ
ー

福
祉

基
金

1
3

-
-

-
1
3

1
3

地
域

福
祉

基
金

1
8
0
,2

0
7

-
-

-
1
8
0
,2

0
7

1
8
0
,2

0
7

ふ
る

さ
と

水
と

土
保

全
基

金
1
0
,5

8
5

-
-

-
1
0
,5

8
5

1
0
,5

8
5

ま
つ

り
振

興
基

金
1
7
,4

7
4

-
-

-
1
7
,4

7
4

4
1
,1

8
2

も
の

づ
く
り

教
育

奨
励

基
金

2
0

-
-

-
2
0

2
0

森
林

環
境

譲
与

税
基

金
1
9
,4

7
9

-
-

-
1
9
,4

7
9

1
7
,9

4
3

中
小

企
業

緊
急

災
害

等
対

策
利

子
補

給
基

金
5
3
,4

4
3

-
-

-
5
3
,4

4
3

5
3
,4

4
3

庁
舎

建
設

基
金

1
0
0
,0

0
0

-
-

-
1
0
0
,0

0
0

-

五
十

嵐
教

育
奨

学
基

金
3
3
,0

5
0

-
-

-
3
3
,0

5
0

3
3
,0

5
0

土
地

開
発

基
金

8
3
,1

9
4

-
8
6
,8

0
6

-
1
7
0
,0

0
0

1
7
0
,0

0
0

肉
用

繁
殖

牛
集

団
導

入
事

業
基

金
8
,2

5
9

-
-

1
5
,0

1
0

2
3
,2

6
9

2
3
,2

6
9

合
計

6
,2

4
7
,4

7
5

-
8
6
,8

0
6

1
5
,0

1
0

6
,3

4
9
,2

9
1

5
,6

4
5
,4

1
0

⑤
貸

付
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金


計
上

額
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金


計

上
額

そ
の

他
の

貸
付

金

  
地

域
総

合
整

備
資

金
貸

付
金

2
3
2
,1

5
0

-
4
2
,1

4
2

-
2
7
4
,2

9
2

  
看

護
師

等
育

成
就

学
資

金
貸

付
金

4
,8

0
0

-
3
0
0

-
5
,1

0
0

  
山

形
県

暮
ら

し
安

心
資

金
貸

付
事

業
貸

付
金

2
0
5

-
6
0

-
2
6
5

合
計

2
3
7
,1

5
5

-
4
2
,5

0
2

-
2
7
9
,6

5
7

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
長

期
貸

付
金

短
期

貸
付

金
(参

考
)

貸
付

金
計
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⑥
長

期
延

滞
債

権
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

⑦
未

収
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金

計
上

額
相

手
先

名
ま

た
は

種
別

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

【
貸

付
金

】
【
貸

付
金

】

該
当

な
し

該
当

な
し

小
計

-
-

小
計

-
-

【
未

収
金

】
税

等
未

収
金

【
未

収
金

】
税

等
未

収
金

　
市

税
1
3
9
,8

7
0

1
2
,3

0
9

　
市

税
4
3
,0

1
2

3
,7

8
5

　
分

担
金

及
び

負
担

金
2
,6

9
9

2
3
8

　
分

担
金

及
び

負
担

金
4
3
7

3
8

そ
の

他
の

未
収

金
そ

の
他

の
未

収
金

　
使

用
料

・
手

数
料

6
,1

7
4

3
7

　
使

用
料

・
手

数
料

1
,9

7
5

1
2

　
諸

収
入

3
7
,4

5
3

2
2
5

　
諸

収
入

5
4
,8

6
6

3
2
9

小
計

1
8
6
,1

9
6

1
2
,8

0
8

小
計

1
0
0
,2

9
0

4
,1

6
5

合
計

1
8
6
,1

9
6

1
2
,8

0
8

合
計

1
0
0
,2

9
0

4
,1

6
5
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（
２

）
負

債
項

目
の

明
細

①
地

方
債

（
借

入
先

別
）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

【
通

常
分

】
1
0
,3

6
8
,5

0
7

7
8
8
,4

6
7

2
,2

7
5
,4

5
2

6
,8

3
6
,7

6
3

1
,0

1
1
,9

4
2

-
-

-
-

2
4
4
,3

5
1

　
一

般
公

共
事

業
9
8
8
,6

3
2

6
0
,6

6
4

4
1
8
,4

4
7

5
2
4
,5

0
7

2
9
,9

7
8

-
-

-
-

1
5
,7

0
0

　
公

営
住

宅
建

設
8
7
,4

3
8

1
8
,0

2
2

2
1
,6

8
0

1
8
,3

6
7

4
7
,3

9
0

-
-

-
-

-

災
害

復
旧

7
3
,3

5
1

9
,8

9
4

7
3
,3

5
1

-
-

-
-

-
-

-

教
育

・
福

祉
施

設
2
,3

8
3
,8

2
4

2
2
9
,1

1
8

1
,5

5
3
,1

2
4

3
2
2
,2

5
6

4
7
8
,1

4
4

-
-

-
-

3
0
,3

0
0

　
一

般
単

独
事

業
1
,4

0
6
,9

4
5

2
7
3
,1

3
4

5
,8

4
5

9
9
6
,7

1
3

3
3
0
,1

1
2

-
-

-
-

7
4
,2

7
5

　
そ

の
他

5
,4

2
8
,3

1
8

1
9
7
,6

3
5

2
0
3
,0

0
5

4
,9

7
4
,9

1
9

1
2
6
,3

1
8

-
-

-
-

1
2
4
,0

7
6

【
特

別
分

】
6
,3

2
4
,8

4
1

6
0
1
,0

5
0

5
,8

9
0
,8

7
8

3
8
1
,6

0
7

5
2
,3

5
6

-
-

-
-

-

臨
時

財
政

対
策

債
6
,2

9
8
,6

4
2

5
8
8
,8

9
2

5
,8

6
4
,6

7
9

3
8
1
,6

0
7

5
2
,3

5
6

-
-

-
-

-

減
税

補
て

ん
債

2
6
,1

9
9

1
2
,1

5
8

2
6
,1

9
9

-
-

-
-

-
-

-

退
職

手
当

債
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

　
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

合
計

1
6
,6

9
3
,3

4
8

1
,3

8
9
,5

1
6

8
,1

6
6
,3

3
0

7
,2

1
8
,3

6
9

1
,0

6
4
,2

9
8

-
-

-
-

2
4
4
,3

5
1

②
地

方
債

（
利

率
別

）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

地
方

債
残

高
1
.5

%
以

下
1
.5

%
超


2
.0

%
以

下
2
.0

%
超


2
.5

%
以

下
2
.5

%
超


3
.0

%
以

下
3
.0

%
超


3
.5

%
以

下
3
.5

%
超


4
.0

%
以

下
4
.0

%
超

(参
考

)
加

重
平

均


利
率

1
6
,6

9
3
,3

4
8

1
5
,7

4
2
,4

8
9

7
0
3
,3

4
3

1
2
7
,3

8
1

1
0
,9

7
2

4
4
,2

8
8

2
8
,2

3
3

3
6
,6

4
2

③
地

方
債

（
返

済
期

間
別

）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

地
方

債
残

高
1
年

以
内

1
年

超


2
年

以
内

2
年

超


3
年

以
内

3
年

超


4
年

以
内

4
年

超


5
年

以
内

5
年

超


1
0
年

以
内

1
0
年

超


1
5
年

以
内

1
5
年

超


2
0
年

以
内

2
0
年

超

1
6
,6

9
3
,3

4
8

1
,3

8
9
,5

1
6

1
,3

9
7
,1

6
2

1
,3

4
2
,7

5
2

1
,2

4
0
,7

6
3

1
,2

0
1
,4

3
4

4
,8

2
2
,0

8
2

3
,0

0
2
,9

0
8

1
,5

2
8
,5

2
0

7
6
8
,2

1
1

④
特

定
の

契
約

条
項

が
付

さ
れ

た
地

方
債

の
概

要
(単

位
：
千

円
)

特
定

の
契

約
条

項
が


付

さ
れ

た
地

方
債

残
高

-

市
場

公
募

債
そ

の
他

契
約

条
項

の
概

要

種
類

地
方

債
残

高
政

府
資

金
地

方
公

共
団

体


金
融

機
構

市
中

銀
行

そ
の

他
の


金

融
機

関
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⑤
引

当
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

目
的

使
用

そ
の

他

徴
収

不
能

引
当

金
1
9
,0

6
6

1
6
,9

7
2

1
6
,0

3
8

3
,0

2
8

1
6
,9

7
2

賞
与

等
引

当
金

1
5
9
,7

6
2

1
6
1
,9

0
0

1
5
9
,7

6
2

-
1
6
1
,9

0
0

退
職

手
当

引
当

金
2
,4

2
6
,2

1
7

-
-

7
0
,2

1
4

2
,3

5
6
,0

0
3

投
資

損
失

引
当

金
3
1
6
,7

3
9

1
,3

1
7

-
-

3
1
8
,0

5
6

合
計

2
,9

2
1
,7

8
4

1
8
0
,1

8
9

1
7
5
,8

0
0

7
3
,2

4
2

2
,8

5
2
,9

3
1

区
分

前
年

度
末

残
高

本
年

度
増

加
額

本
年

度
減

少
額

本
年

度
末

残
高
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２
．

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細
（
1
）
補

助
金

等
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

区
分

名
称

相
手

先
金

額
支

出
目

的

県
営

土
地

改
良

事
業

負
担

金
山

形
県

1
0
0
,3

5
2

県
営

事
業

に
対

す
る

経
費

負
担

県
街

路
事

業
費

市
町

村
負

担
金

山
形

県
1
1
,6

1
4

県
営

事
業

に
対

す
る

経
費

負
担

民
間

立
保

育
所

等
施

設
整

備
費

補
助

金
民

間
立

保
育

所
6
0
,8

9
7

民
間

立
保

育
所

の
施

設
整

備
に

対
す

る
支

援

合
併

処
理

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
費

補
助

金
補

助
金

申
請

者
1
3
,6

7
1

合
併

処
理

浄
化

槽
の

新
規

設
置

に
対

す
る

支
援

浄
化

槽
整

備
促

進
事

業
費

補
助

金
補

助
金

申
請

者
3
,6

0
4

合
併

処
理

浄
化

槽
の

新
規

設
置

に
対

す
る

支
援

産
地

生
産

基
盤

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

事
業

費
補

助
金

補
助

金
申

請
者

3
,9

9
7

産
地

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

計
画

に
基

づ
く
農

業
設

備
導

入
に

対
す

る
支

援

農
地

利
用

効
率

化
等

支
援

交
付

金
補

助
金

申
請

者
（
生

産
組

合
等

）
8
,5

4
6

農
地

利
用

の
効

率
化

に
向

け
た

、
経

営
改

善
を

図
る

た
め

の
農

業
用

機
械

等
の

導
入

に
対

す
る

支
援

水
田

麦
・
大

豆
産

地
生

産
性

向
上

事
業

費
補

助
金

補
助

金
申

請
者

（
生

産
組

合
等

）
7
,7

4
1

水
田

麦
・
大

豆
の

収
益

性
と

生
産

性
の

向
上

を
図

る
た

め
の

、
農

業
用

機
械

等
の

導
入

に
対

す
る

支
援

若
者

世
帯

住
宅

取
得

助
成

金
補

助
金

申
請

者
2
2
,6

0
0

若
者

世
帯

の
住

宅
取

得
支

援

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

建
設

整
備

費
補

助
金

社
会

福
祉

法
人

2
5
,7

6
2

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
建

設
費

償
還

に
対

す
る

支
援

新
規

就
農

支
援

事
業

補
助

金
補

助
金

申
請

者
1
,2

4
0

青
年

等
就

農
計

画
に

基
づ

く
農

業
用

機
械

等
の

導
入

に
対

す
る

支
援

魅
力

あ
る

園
芸

や
ま

が
た

所
得

向
上

支
援

事
業

費
補

助
金

補
助

金
申

請
者

7
,7

6
5

市
振

興
作

物
の

作
付

け
拡

大
を

目
的

と
す

る
施

設
整

備
等

に
対

す
る

支
援

土
地

改
良

事
業

補
助

金
補

助
金

申
請

者
5
4
7

農
道

整
備

に
対

す
る

支
援

生
産

組
合

運
営

費
等

補
助

金
補

助
金

申
請

者
（
生

産
組

合
等

）
3
5
9

生
産

組
合

の
農

業
用

機
械

等
の

導
入

に
対

す
る

支
援

移
動

調
理

販
売

車
両

導
入

支
援

事
業

費
補

助
金

補
助

金
申

請
者

6
,0

0
0

移
動

調
理

販
売

車
両

（
キ

ッ
チ

ン
カ

ー
）
の

導
入

に
対

す
る

支
援

新
庄

中
核

工
業

団
地

工
業

用
水

敷
設

事
業

費
補

助
金

補
助

金
申

請
者

2
,3

6
0

工
業

団
地

の
水

路
敷

設
に

対
す

る
支

援

計
2
7
7
,0

5
7

事
業

者
支

援
緊

急
給

付
金

補
助

金
申

請
者

4
0
,6

8
5

市
内

事
業

者
の

減
収

に
対

す
る

支
援

貨
物

運
送

事
業

者
緊

急
支

援
給

付
金

補
助

金
申

請
者

2
6
,7

2
5

燃
料

価
格

高
騰

対
策

に
よ

る

物
価

高
騰

対
策

生
活

支
援

緊
急

給
付

金
全

市
民

1
2
5
,8

3
2

物
価

高
騰

対
策

の
た

め
の

支
援

中
小

企
業

緊
急

災
害

等
対

策
利

子
補

給
補

助
金

補
助

金
申

請
者

5
0
,1

8
3

市
内

事
業

者
の

資
金

繰
り

支
援

療
養

給
付

費
負

担
金

山
形

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

3
1
8
,1

1
9

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
医

療
給

付
に

要
す

る
経

費
負

担

結
婚

新
生

活
支

援
事

業
補

助
金

補
助

金
申

請
者

4
,2

2
8

結
婚

後
の

生
活

に
対

す
る

支
援

最
上

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

分
担

金
最

上
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
1
,1

9
8
,6

8
5

一
部

事
務

組
合

に
対

す
る

ご
み

処
理

や
常

備
消

防
等

の
経

費
負

担

施
設

型
給

付
費

特
定

教
育

・
保

育
施

設
4
9
7
,2

0
8

認
定

こ
ど

も
園

、
幼

稚
園

、
保

育
所

に
対

す
る

財
政

支
援

地
域

型
保

育
給

付
金

小
規

模
保

育
事

業
者

等
1
2
4
,7

0
4

小
規

模
保

育
、

家
庭

的
保

育
等

に
対

す
る

財
政

支
援

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

補
助

金
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
4
4
,8

8
9

児
童

福
祉

の
向

上

保
育

士
等

処
遇

改
善

臨
時

特
例

事
業

費
補

助
金

特
定

教
育

・
保

育
施

設
・
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
1
5
,3

8
2

対
象

施
設

の
職

員
の

処
遇

改
善

の
た

め
の

財
政

支
援

多
面

的
機

能
支

払
交

付
金

補
助

金
申

請
者

2
9
8
,9

5
8

農
業

・
農

村
の

多
面

的
機

能
の

維
持

保
全

退
職

手
当

組
合

負
担

金
山

形
県

市
町

村
職

員
退

職
手

当
組

合
2
0
6
,0

5
3

市
職

員
の

退
職

手
当

に
要

す
る

経
費

負
担

山
形

県
信

用
保

証
協

会
上

期
保

証
料

補
給

金
山

形
県

信
用

保
証

協
会

2
4
,2

9
3

事
業

者
が

負
担

す
る

保
証

料
の

一
部

を
負

担

住
宅

リ
フ

ォ
ー

ム
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
補

助
金

申
請

者
3
9
,2

4
8

住
宅

の
質

の
向

上
と

地
域

経
済

活
性

化

新
庄

ま
つ

り
実

行
委

員
会

負
担

金
支

給
対

象
団

体
3
8
,2

2
3

新
庄

ま
つ

り
の

振
興

新
庄

ま
つ

り
in

巣
鴨

山
車

派
遣

事
業

負
担

金
支

給
対

象
団

体
1
4
,7

1
8

新
庄

ま
つ

り
の

振
興

消
防

団
員

補
償

費
等

負
担

金
山

形
県

消
防

補
償

等
組

合
2
5
,5

5
1

一
部

事
務

組
合

に
対

す
る

経
費

負
担

農
業

次
世

代
人

材
投

資
資

金
補

助
金

申
請

者
9
,0

0
0

新
規

就
農

者
の

育
成

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

交
付

金
補

助
金

申
請

者
1
6
,1

8
3

中
山

間
地

域
の

維
持

保
全

そ
の

他
4
5
7
,9

6
7

計
3
,5

7
6
,8

3
4

合
計

3
,8

5
3
,8

9
1

他
団

体
へ

の
公

共
施

設
等

整
備

補
助

金
等


(所

有
外

資
産

分
)

そ
の

他
の

補
助

金
等
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３
．

純
資

産
変

動
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細

（
1
）
財

源
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

会
計

区
分

金
額

4
,6

5
4
,3

3
2

1
4
0
,2

8
5

1
,0

6
5
,8

8
3

5
,3

1
8
,2

3
9

2
0
1
,8

5
3

1
,1

0
5
,0

6
8

7
,5

7
0

1
2
,4

9
3
,2

3
0

国
庫

支
出

金
1
0
3
,5

5
2

都
道

府
県

等
支

出
金

-

計
1
0
3
,5

5
2

国
庫

支
出

金
3
,2

4
2
,2

7
2

都
道

府
県

等
支

出
金

1
,4

3
0
,3

7
4

計
4
,6

7
2
,6

4
6

4
,7

7
6
,1

9
8

1
7
,2

6
9
,4

2
8

財
源

の
内

容

一
般

会
計

税
収

等

市
税

地
方

譲
与

税

税
交

付
金

地
方

交
付

税

分
担

金
及

び
負

担
金

そ
の

他

小
計

国
県

等
補

助
金

資
本

的


補
助

金

経
常

的


補
助

金

小
計

合
計

寄
附

金

（
2
）
財

源
情

報
の

明
細

（
単

位
：
千

円
）

純
行

政
コ

ス
ト

1
7
,4

4
7
,3

1
1

4
,6

7
2
,6

4
6

4
4
5
,6

2
3

9
,9

3
6
,7

4
5

2
,3

9
2
,2

9
7

有
形

固
定

資
産

等
の

増
加

9
0
7
,4

6
5

1
0
3
,5

5
2

4
7
4
,9

9
3

3
1
7
,8

3
8

1
1
,0

8
2

貸
付

金
・
基

金
等

の
増

加
-

1
,7

0
3
,4

0
0

-
7
0
3
,4

0
0

1
,

-

そ
の

他
-

-
-

-
-

合
計

2
0
,0

5
8
,1

7
5

4
,7

7
6
,1

9
8

9
2
0
,6

1
6

1
1
,9

5
7
,9

8
2

2
,4

0
3
,3

7
9

区
分

金
額

内
訳

国
県

等
補

助
金

地
方

債
税

収
等

そ
の

他
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４
．

資
金

収
支

計
算

書
の

内
容

に
関

す
る

明
細

（
1
）
資

金
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

種
類

本
年

度
末

残
高

現
金

6
0
0

要
求

払
預

金
8
5
6
,4

2
2

合
計

8
5
7
,0

2
2
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【様式第1号】

新庄市 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 79,203,345   固定負債 32,038,723

  有形固定資産 73,627,732   地方債等 21,099,192

  事業用資産 24,028,729   長期未払金 -

        土地 7,322,204   退職手当引当金 2,356,003

        立木竹 -   損失補償等引当金 -

        建物 34,727,232   その他 8,583,528

        建物減価償却累計額 △ 19,585,051   流動負債 2,504,498

        工作物 3,049,901   １年内償還予定地方債等 2,159,265

        工作物減価償却累計額 △ 1,722,886   未払金 2,674

        船舶 -   未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -   前受金 -

        浮標等 -   前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -   賞与等引当金 171,394

        航空機 -   預り金 105,892

        航空機減価償却累計額 -   その他 65,273

        その他 - 負債合計 34,543,221

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 237,329   固定資産等形成分 81,839,900

インフラ資産 46,030,056   余剰分（不足分） △ 31,756,128

土地 5,514,262   他団体出資等分 -

建物 2,965,632

建物減価償却累計額 △ 1,145,447

工作物 79,885,388

工作物減価償却累計額 △ 41,414,965

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 225,185

物品 6,456,513

物品減価償却累計額 △ 2,887,566

無形固定資産 -

ソフトウェア -

    その他 -

  投資その他の資産 5,575,612

  投資及び出資金 247,809

        有価証券 -

        出資金 247,809

        その他 -

  投資損失引当金 -

  長期延滞債権 259,345

  長期貸付金 237,155

  基金 4,855,922

        減債基金 73,131

        その他 4,782,791

  その他 -

    徴収不能引当金 △ 24,619

  流動資産 5,423,648

  現金預金 2,539,352

  未収金 225,203

  短期貸付金 42,502

  基金 2,594,053

  財政調整基金 2,437,480

  減債基金 156,573

  棚卸資産 7,736

  その他 24,794

    徴収不能引当金 △ 9,993

  繰延資産 - 純資産合計 50,083,772

資産合計 84,626,993 負債及び純資産合計 84,626,993

全体貸借対照表
（令和5年3月31日現在）

 
- 34 -



【様式第2号】

新庄市 （単位：千円）

 投資損失引当金繰入額 -

24,318,754

 資産売却益 211,099

 その他 1,421

純行政コスト

 損失補償等引当金繰入額 -

 その他 210,409

 臨時利益 212,520

 臨時損失 511,265

 災害復旧事業費 -

 資産除売却損 300,856

 使用料及び手数料 1,391,508

 その他 316,917

純経常行政コスト 24,020,009

 社会保障給付 2,856,662

 その他 30,539

 経常収益 1,708,425

        その他 267,226

 移転費用 13,840,323

 補助金等 10,953,122

 その他の業務費用 474,751

        支払利息 169,078

        徴収不能引当金繰入額 38,447

        維持補修費 409,992

        減価償却費 2,998,055

        その他 -

        その他 591,858

 物件費等 8,830,538

        物件費 5,422,491

        職員給与費 1,820,375

        賞与等引当金繰入額 170,589

        退職手当引当金繰入額 -

 経常費用 25,728,434

 業務費用 11,888,111

   人件費 2,582,822

全体行政コスト計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額
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【様式第3号】

新庄市 （単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 50,169,481 82,628,991 △ 32,459,511 -

  純行政コスト（△） △ 24,318,754 △ 24,318,754 -

  財源 24,071,568 24,071,568 -

    税収等 15,211,438 15,211,438 -

    国県等補助金 8,860,130 8,860,130 -

  本年度差額 △ 247,186 △ 247,186 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 956,310 956,310

    有形固定資産等の増加 1,555,678 △ 1,555,678

    有形固定資産等の減少 △ 3,344,736 3,344,736

    貸付金・基金等の増加 1,553,704 △ 1,553,704

    貸付金・基金等の減少 △ 720,957 720,957

  資産評価差額 △ 28,308 △ 28,308

  無償所管換等 195,527 195,527

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 △ 5,742 - △ 5,742

  本年度純資産変動額 △ 85,709 △ 789,091 703,383 -

本年度末純資産残高 50,083,772 81,839,900 △ 31,756,128 -

全体純資産変動計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

新庄市 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 106,523

本年度歳計外現金増減額 △ 631

本年度末歳計外現金残高 105,892

本年度末現金預金残高 2,539,352

財務活動収支 △ 1,182,157

本年度資金収支額 △ 721,221

前年度末資金残高 3,154,681

本年度末資金残高 2,433,460

比例連結割合変更に伴う差額 -

 地方債等償還支出 2,282,306

   その他の支出 73,067

 財務活動収入 1,173,216

 地方債等発行収入 1,173,216

 その他の収入 -

 資産売却収入 267,016

 その他の収入 13,083

投資活動収支 △ 2,035,880

【財務活動収支】

 財務活動支出 2,355,373

 その他の支出 -

 投資活動収入 1,834,225

 国県等補助金収入 266,443

 基金取崩収入 439,299

 貸付金元金回収収入 848,383

 投資活動支出 3,870,105

 公共施設等整備費支出 1,515,219

 基金積立金支出 1,549,430

 投資及び出資金支出 -

 貸付金支出 805,456

 災害復旧事業費支出 -

   その他の支出 388

 臨時収入 1,421

業務活動収支 2,496,817

【投資活動収支】

 税収等収入 15,111,732

 国県等補助金収入 8,475,186

 使用料及び手数料収入 1,351,532

 その他の収入 225,445

 臨時支出 388

 移転費用支出 13,840,323

 補助金等支出 10,953,122

 社会保障給付支出 2,856,662

 その他の支出 30,539

 業務収入 25,163,895

 業務費用支出 8,827,788

   人件費支出 2,581,576

 物件費等支出 5,838,778

 支払利息支出 169,078

 その他の支出 238,356

全体資金収支計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

 業務支出 22,668,111
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全体財務書類における注記

１ 重要な会計方針

（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価

ただし、取得原価と再調達原価の乖離が大きいものについては、再調達原価をもって取得原価

としています。

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用土地･････････個別法による低価法

なお、水道事業会計については先入先出法による原価法によっています。
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（４）有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物   2 年～50 年 
工作物   7 年～75 年 
物品 2 年～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっています。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取

引及び重要性の乏しいものでリース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイ

ナンス・リース取引を除きます。）

･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･････････リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

④ 共通事項

・減価償却は取得の翌年度から開始します。

・耐用年数を経過した後においても存する場合は、原則として備忘価額 1 円を計上しますが、

無形固定資産については備忘価額を計上しません。

・土地、立木竹、美術品・骨董品、歴史的建造物、建設仮勘定については減価償却を行いません。

（５）引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

② 徴収不能引当金

未収金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ以外

の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
長期延滞債権について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、そ

れ以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上していま

す。

長期貸付金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ

以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
③ 退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支

給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当市へ按分される額を

加算した額を控除した額を計上しています。
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④ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

（６）リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

･････････通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

･････････売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

･････････通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７）全体資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。

（８）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、水道事業会計と下水道事業会計については、税抜方式によっています。

（９）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額が 50 万円以上の場合に固定資産として計上しています。

美術品については、取得価額に関わらず、すべて固定資産として計上しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、償却資産に対して修繕等を行った場合に、修繕等に

係る支出が当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるか

どうかを判断し、認められる部分に対応する金額を資本的支出として資産に計上しています。

ただし、修繕等に要した金額が 60 万円未満であるときは修繕費として処理しています。 

２ 重要な会計方針の変更

  該当事項はありません。

３ 重要な後発事象

該当事項はありません。
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４ 偶発債務 

該当事項はありません。

５ 追加情報

（１）全体財務書類の対象範囲

一般会計、国民健康保険事業特別会計、交通災害共済事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期

高齢者医療事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計

（２）出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間

における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

（３）表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

（４）売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

① 範囲 令和 5 年度予算において、財産収入として措置されている公共資産

② 内訳 該当事項はありません。
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0

山
形

県
土

地
改

良
事

業
団

体
連

合
会

6
0
0

6
0
0

5
,6

3
7
,4

8
3

1
,0

0
2
,0

8
3

4
,6

3
5
,4

0
0

6
5
,5

2
0

0
.9

%
4
2
,4

4
9

-
6
0
0

6
0
0

山
形

県
住

宅
供

給
公

社
5
0
0

5
0
0

7
,9

1
3
,7

3
5

3
6
4
,6

5
0

7
,5

4
9
,0

8
5

2
6
,0

0
0

1
.9

%
1
4
5
,1

7
5

-
5
0
0

5
0
0

新
庄

信
用

金
庫

5
0
0

5
0
0

8
3
,1

1
0
,2

2
4

7
7
,8

7
9
,3

3
9

5
,2

3
0
,8

8
5

2
3
8
,8

5
2

0
.2

%
1
0
,9

5
0

-
5
0
0

5
0
0

(社
)山

形
県

青
果

物
生

産
出

荷
安

定
基

金
協

会
4
3
0

4
3
0

6
1
7
,3

9
4

2
9
6
,6

6
5

3
2
0
,7

2
9

2
8
0
,0

0
0

0
.2

%
4
9
3

-
4
3
0

4
3
0

(社
)山

形
県

畜
産

協
会

7
0
0

7
0
0

9
0
8
,2

3
8

3
5
3
,5

5
1

5
5
4
,6

8
6

3
1
5
,9

2
0

0
.2

%
1
,2

2
9

-
7
0
0

7
0
0

山
形

県
農

業
信

用
基

金
協

会
5
,9

5
0

5
,9

5
0

1
4
2
,2

0
9
,7

7
0

1
3
3
,5

0
4
,2

7
6

8
,7

0
5
,4

9
3

4
,1

2
6
,0

3
0

0
.1

%
1
2
,5

5
4

-
5
,9

5
0

5
,9

5
0

最
上

広
域

森
林

組
合

1
5
,7

4
7

1
5
,7

4
7

5
4
3
,4

3
8

1
7
1
,7

2
0

3
7
1
,7

1
8

1
3
5
,1

4
0

1
1
.7

%
4
3
,3

1
4

-
1
5
,7

4
7

1
5
,7

4
7

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

3
,9

0
0

3
,9

0
0

2
4
,5

5
6
,3

2
9
,0

0
0

2
4
,1

6
2
,3

8
2
,0

0
0

3
9
3
,9

4
7
,0

0
0

1
6
,6

0
2
,0

0
0

0
.0

%
9
2
,5

4
3

-
3
,9

0
0

3
,9

0
0

合
計

1
8
1
,6

5
0

1
6
5
,1

4
8

2
5
,3

8
5
,7

6
6
,6

4
8

2
4
,8

7
8
,5

5
9
,9

3
9

5
0
7
,2

0
6
,7

0
9

6
3
,5

1
3
,9

1
6

9
6
3
,8

9
5

-
1
6
5
,1

4
8

1
8
1
,6

5
0
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④
基

金
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

種
類

現
金

預
金

有
価

証
券

土
地

そ
の

他
合

計


(貸
借

対
照

表
計

上
額

)
(参

考
)財

産
に

関
す

る


調
書

記
載

額

財
政

調
整

基
金

2
,4

3
7
,4

8
0

-
-

-
2
,4

3
7
,4

8
0

2
,1

8
7
,4

8
0

減
債

基
金

（
固

定
資

産
）

7
3
,1

3
1

-
-

-
7
3
,1

3
1

7
3
,1

3
1

減
債

基
金

（
流

動
資

産
）

1
5
6
,5

7
3

-
-

-
1
5
6
,5

7
3

1
5
6
,5

7
3

ま
ち

づ
く
り

応
援

基
金

1
,2

5
4
,7

4
1

-
-

-
1
,2

5
4
,7

4
1

8
2
8
,6

8
8

市
有

施
設

整
備

基
金

1
,8

1
9
,8

2
5

-
-

-
1
,8

1
9
,8

2
5

1
,8

6
9
,8

2
5

シ
ル

バ
ー

福
祉

基
金

1
3

-
-

-
1
3

1
3

地
域

福
祉

基
金

1
8
0
,2

0
7

-
-

-
1
8
0
,2

0
7

1
8
0
,2

0
7

ふ
る

さ
と

水
と

土
保

全
基

金
1
0
,5

8
5

-
-

-
1
0
,5

8
5

1
0
,5

8
5

ま
つ

り
振

興
基

金
1
7
,4

7
4

-
-

-
1
7
,4

7
4

4
1
,1

8
2

も
の

づ
く
り

教
育

奨
励

基
金

2
0

-
-

-
2
0

2
0

森
林

環
境

譲
与

税
基

金
1
9
,4

7
9

-
-

-
1
9
,4

7
9

1
7
,9

4
3

中
小

企
業

緊
急

災
害

等
対

策
利

子
補

給
基

金
5
3
,4

4
3

-
-

-
5
3
,4

4
3

5
3
,4

4
3

庁
舎

建
設

基
金

1
0
0
,0

0
0

-
-

-
1
0
0
,0

0
0

-

五
十

嵐
教

育
奨

学
基

金
3
3
,0

5
0

-
-

-
3
3
,0

5
0

3
3
,0

5
0

土
地

開
発

基
金

8
3
,1

9
4

-
8
6
,8

0
6

-
1
7
0
,0

0
0

1
7
0
,0

0
0

肉
用

繁
殖

牛
集

団
導

入
事

業
基

金
8
,2

5
9

-
-

1
5
,0

1
0

2
3
,2

6
9

2
3
,2

6
9

国
民

健
康

保
険

財
政

調
整

基
金

4
9
8
,7

6
7

-
-

-
4
9
8
,7

6
7

4
9
8
,7

6
7

交
通

災
害

共
済

基
金

8
1
,5

4
5

-
-

-
8
1
,5

4
5

8
1
,5

4
5

介
護

保
険

給
付

費
準

備
基

金
5
2
0
,3

7
3

-
-

-
5
2
0
,3

7
3

4
2
2
,9

7
0

合
計

7
,3

4
8
,1

5
9

-
8
6
,8

0
6

1
5
,0

1
0

7
,4

4
9
,9

7
5

6
,6

4
8
,6

9
2
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⑤
貸

付
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金


計
上

額
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金


計

上
額

そ
の

他
の

貸
付

金

  
地

域
総

合
整

備
資

金
貸

付
金

2
3
2
,1

5
0

-
4
2
,1

4
2

-
2
7
4
,2

9
2

  
看

護
師

等
育

成
就

学
資

金
貸

付
金

4
,8

0
0

-
3
0
0

-
5
,1

0
0

  
山

形
県

暮
ら

し
安

心
資

金
貸

付
事

業
貸

付
金

2
0
5

-
6
0

-
2
6
5

合
計

2
3
7
,1

5
5

-
4
2
,5

0
2

-
2
7
9
,6

5
7

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
長

期
貸

付
金

短
期

貸
付

金
(参

考
)

貸
付

金
計

⑥
長

期
延

滞
債

権
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

⑦
未

収
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金

計
上

額
相

手
先

名
ま

た
は

種
別

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

【
貸

付
金

】
【
貸

付
金

】

該
当

な
し

該
当

な
し

小
計

-
-

小
計

-
-

【
未

収
金

】
税

等
未

収
金

【
未

収
金

】
税

等
未

収
金

　
市

税
1
3
9
,8

7
0

1
2
,3

0
9

　
市

税
4
3
,0

1
2

3
,7

8
5

　
国

民
健

康
保

険
税

6
8
,5

2
5

1
0
,7

5
8

　
国

民
健

康
保

険
税

2
0
,4

4
7

3
,2

1
0

　
介

護
保

険
料

3
,1

9
5

9
7
8

　
介

護
保

険
料

3
,3

4
0

1
,0

2
2

　
後

期
高

齢
者

医
療

保
険

料
3
5
9

7
5

　
後

期
高

齢
者

医
療

保
険

料
7
6
3

1
5
9

　
分

担
金

及
び

負
担

金
2
,6

9
9

2
3
8

　
分

担
金

及
び

負
担

金
4
3
7

3
8

そ
の

他
の

未
収

金
そ

の
他

の
未

収
金

　
使

用
料

・
手

数
料

6
,1

7
4

3
7

　
使

用
料

・
手

数
料

1
0
1
,7

5
5

1
,4

5
0

　
諸

収
入

3
8
,5

2
3

2
2
5

　
諸

収
入

5
5
,4

4
9

3
2
9

小
計

2
5
9
,3

4
5

2
4
,6

1
9

小
計

2
2
5
,2

0
3

9
,9

9
3

合
計

2
5
9
,3

4
5

2
4
,6

1
9

合
計

2
2
5
,2

0
3

9
,9

9
3
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（
２

）
負

債
項

目
の

明
細

①
地

方
債

等
（
借

入
先

別
）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

【
通

常
分

】
1
6
,9

3
3
,6

1
6

1
,5

5
8
,2

1
5

3
,9

8
1
,1

9
1

9
,7

9
0
,9

8
2

2
,9

1
0
,5

7
6

6
,5

1
6

-
-

-
2
4
4
,3

5
1

　
一

般
公

共
事

業
9
8
8
,6

3
2

6
0
,6

6
4

4
1
8
,4

4
7

5
2
4
,5

0
7

2
9
,9

7
8

-
-

-
-

1
5
,7

0
0

　
公

営
住

宅
建

設
8
7
,4

3
8

1
8
,0

2
2

2
1
,6

8
0

1
8
,3

6
7

4
7
,3

9
0

-
-

-
-

-

災
害

復
旧

7
3
,3

5
1

9
,8

9
4

7
3
,3

5
1

-
-

-
-

-
-

-

教
育

・
福

祉
施

設
2
,3

8
3
,8

2
4

2
2
9
,1

1
8

1
,5

5
3
,1

2
4

3
2
2
,2

5
6

4
7
8
,1

4
4

-
-

-
-

3
0
,3

0
0

　
一

般
単

独
事

業
1
,4

0
6
,9

4
5

2
7
3
,1

3
4

5
,8

4
5

9
9
6
,7

1
3

3
3
0
,1

1
2

-
-

-
-

7
4
,2

7
5

　
そ

の
他

1
1
,9

9
3
,4

2
6

9
6
7
,3

8
3

1
,9

0
8
,7

4
4

7
,9

2
9
,1

3
8

2
,0

2
4
,9

5
2

6
,5

1
6

-
-

-
1
2
4
,0

7
6

【
特

別
分

】
6
,3

2
4
,8

4
1

6
0
1
,0

5
0

5
,8

9
0
,8

7
8

3
8
1
,6

0
7

5
2
,3

5
6

-
-

-
-

-

臨
時

財
政

対
策

債
6
,2

9
8
,6

4
2

5
8
8
,8

9
2

5
,8

6
4
,6

7
9

3
8
1
,6

0
7

5
2
,3

5
6

-
-

-
-

-

減
税

補
て

ん
債

2
6
,1

9
9

1
2
,1

5
8

2
6
,1

9
9

-
-

-
-

-
-

-

退
職

手
当

債
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

　
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

【
そ

の
他

】
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

合
計

2
3
,2

5
8
,4

5
6

2
,1

5
9
,2

6
5

9
,8

7
2
,0

6
9

1
0
,1

7
2
,5

8
9

2
,9

6
2
,9

3
2

6
,5

1
6

-
-

-
2
4
4
,3

5
1

②
地

方
債

等
（
利

率
別

）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

地
方

債
等

残
高

1
.5

%
以

下
1
.5

%
超


2
.0

%
以

下
2
.0

%
超


2
.5

%
以

下
2
.5

%
超


3
.0

%
以

下
3
.0

%
超


3
.5

%
以

下
3
.5

%
超


4
.0

%
以

下
4
.0

%
超

(参
考

)
加

重
平

均


利
率

2
3
,2

5
8
,4

5
6

2
0
,0

9
1
,6

0
2

1
,5

7
4
,1

5
0

8
7
1
,4

4
3

1
7
7
,5

6
4

2
6
6
,4

4
5

7
2
,5

8
7

2
0
4
,6

6
5

③
地

方
債

等
（
返

済
期

間
別

）
の

明
細

(単
位

：
千

円
)

地
方

債
等

残
高

1
年

以
内

1
年

超


2
年

以
内

2
年

超


3
年

以
内

3
年

超


4
年

以
内

4
年

超


5
年

以
内

5
年

超


1
0
年

以
内

1
0
年

超


1
5
年

以
内

1
5
年

超


2
0
年

以
内

2
0
年

超

2
3
,2

5
8
,4

5
6

2
,1

5
9
,2

6
5

2
,0

6
8
,2

0
9

1
,9

5
0
,7

8
4

1
,7

7
8
,8

7
3

1
,6

9
1
,9

2
3

6
,4

1
0
,8

9
1

3
,8

8
3
,2

6
1

1
,9

8
9
,9

6
9

1
,3

2
5
,2

8
2

④
特

定
の

契
約

条
項

が
付

さ
れ

た
地

方
債

等
の

概
要

(単
位

：
千

円
)

特
定

の
契

約
条

項
が

付
さ

れ
た

地
方

債
等

残
高

-

市
場

公
募

債
そ

の
他

契
約

条
項

の
概

要

種
類

地
方

債
等

残
高

政
府

資
金

地
方

公
共

団
体


金

融
機

構
市

中
銀

行
そ

の
他

の


金
融

機
関
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⑤
引

当
金

の
明

細
(単

位
：
千

円
)

目
的

使
用

そ
の

他

徴
収

不
能

引
当

金
3
5
,5

7
6

3
8
,4

4
7

3
2
,9

3
2

6
,4

7
9

3
4
,6

1
2

賞
与

等
引

当
金

1
7
0
,1

4
8

1
7
0
,5

8
9

1
6
9
,3

4
3

-
1
7
1
,3

9
4

退
職

手
当

引
当

金
2
,4

2
6
,2

1
7

-
-

7
0
,2

1
4

2
,3

5
6
,0

0
3

投
資

損
失

引
当

金
-

-
-

-
-

合
計

2
,6

3
1
,9

4
0

2
0
9
,0

3
6

2
0
2
,2

7
5

7
6
,6

9
3

2
,5

6
2
,0

0
9

区
分

前
年

度
末

残
高

本
年

度
増

加
額

本
年

度
減

少
額

本
年

度
末

残
高
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【様式第1号】

新庄市 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 85,078,739   固定負債 32,609,092

  有形固定資産 78,488,144   地方債等 21,251,023

  事業用資産 28,869,228   長期未払金 101,016

        土地 8,442,545   退職手当引当金 2,673,525

        立木竹 -   損失補償等引当金 -

        建物 44,722,413   その他 8,583,528

        建物減価償却累計額 △ 25,860,073   流動負債 2,760,012

        工作物 3,396,057   １年内償還予定地方債等 2,294,514

        工作物減価償却累計額 △ 2,069,043   未払金 67,601

        船舶 -   未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -   前受金 31

        浮標等 -   前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -   賞与等引当金 225,113

        航空機 -   預り金 107,480

        航空機減価償却累計額 -   その他 65,273

        その他 - 負債合計 35,369,104

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 237,329   固定資産等形成分 87,719,470

インフラ資産 46,030,056   余剰分（不足分） △ 32,246,795

土地 5,514,262   他団体出資等分 -

建物 2,965,632

建物減価償却累計額 △ 1,145,447

工作物 79,885,388

工作物減価償却累計額 △ 41,414,965

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 225,185

物品 7,212,273

物品減価償却累計額 △ 3,623,414

無形固定資産 14

ソフトウェア 14

  その他 -

  投資その他の資産 6,590,581

    投資及び出資金 167,811

        有価証券 10

        出資金 167,801

        その他 -

  長期延滞債権 259,345

  長期貸付金 237,155

  基金 5,950,889

        減債基金 73,131

        その他 5,877,758

  その他 -

    徴収不能引当金 △ 24,619

  流動資産 5,763,039

  現金預金 2,849,772

  未収金 225,969

  短期貸付金 42,502

  基金 2,598,228

  財政調整基金 2,441,655

  減債基金 156,573

  棚卸資産 31,698

  その他 24,864

    徴収不能引当金 △ 9,994

  繰延資産 - 純資産合計 55,472,674

資産合計 90,841,779 負債及び純資産合計 90,841,779

連結貸借対照表
（令和5年3月31日現在）
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【様式第2号】

新庄市 （単位：千円）

27,906,473

 資産売却益 211,099

 その他 1,421

純行政コスト

 損失補償等引当金繰入額 -

 その他 388

 臨時利益 212,520

 臨時損失 301,244

 災害復旧事業費 -

 資産除売却損 300,856

 使用料及び手数料 1,450,888

 その他 321,907

純経常行政コスト 27,817,748

 社会保障給付 2,862,170

 その他 39,076

 経常収益 1,772,795

        その他 361,417

 移転費用 15,916,415

 補助金等 13,015,169

 その他の業務費用 570,138

        支払利息 170,274

        徴収不能引当金繰入額 38,448

        維持補修費 438,538

        減価償却費 3,316,926

        その他 -

        その他 614,502

 物件費等 9,844,718

        物件費 6,089,255

        職員給与費 2,302,439

        賞与等引当金繰入額 197,452

        退職手当引当金繰入額 144,879

 経常費用 29,590,543

 業務費用 13,674,128

   人件費 3,259,272

連結行政コスト計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額
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【様式第3号】

新庄市 （単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 55,510,662 88,490,276 △ 32,979,614 -

  純行政コスト（△） △ 27,906,473 △ 27,906,473 -

  財源 27,617,444 27,617,444 -

  税収等 16,885,636 16,885,636 -

  国県等補助金 10,731,808 10,731,808 -

  本年度差額 △ 289,029 △ 289,029 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 1,042,208 1,042,208

  有形固定資産等の増加 1,576,763 △ 1,576,763

  有形固定資産等の減少 △ 3,663,606 3,663,606

  貸付金・基金等の増加 1,633,923 △ 1,633,923

  貸付金・基金等の減少 △ 589,289 589,289

  資産評価差額 △ 28,308 △ 28,308

  無償所管換等 214,753 214,753

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 70,339 84,957 △ 14,619 -

  その他 △ 5,742 - △ 5,742

  本年度純資産変動額 △ 37,987 △ 770,806 732,819 -

本年度末純資産残高 55,472,674 87,719,470 △ 32,246,795 -

連結純資産変動計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

新庄市 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 108,223

本年度歳計外現金増減額 △ 2,302

本年度末歳計外現金残高 105,922

本年度末現金預金残高 2,849,772

財務活動収支 △ 1,248,034

本年度資金収支額 △ 771,671

前年度末資金残高 3,516,428

本年度末資金残高 2,743,850

比例連結割合変更に伴う差額 △ 907

    地方債等償還支出 2,351,900

    その他の支出 73,067

  財務活動収入 1,176,933

    地方債等発行収入 1,176,933

    その他の収入 -

    資産売却収入 267,016

    その他の収入 13,093

投資活動収支 △ 1,997,986

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,424,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,973,423

    国県等補助金収入 266,443

    基金取崩収入 578,488

    貸付金元金回収収入 848,383

  投資活動支出 3,971,409

    公共施設等整備費支出 1,536,305

    基金積立金支出 1,628,831

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 806,273

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 388

  臨時収入 1,421

業務活動収支 2,474,349

【投資活動収支】

    税収等収入 16,785,929

    国県等補助金収入 10,346,864

    使用料及び手数料収入 1,410,912

    その他の収入 247,119

  臨時支出 388

    移転費用支出 15,916,161

      補助金等支出 13,015,190

      社会保障給付支出 2,862,170

      その他の支出 38,802

  業務収入 28,790,825

    業務費用支出 10,401,347

      人件費支出 3,363,049

      物件費等支出 6,535,399

      支払利息支出 170,274

      その他の支出 332,626

連結資金収支計算書
自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5年　3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 26,317,509
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連結財務書類における注記 
 
１ 重要な会計方針 
 
（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの 
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

ただし、取得原価と再調達原価の乖離が大きいものについては、再調達原価をもって取得原価

としています。 
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。 
イ 昭和 60 年度以後に取得したもの  
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 
取得原価が不明なもの････････-･････････････再調達原価 

なお、取得原価の判明・不明に関わらず、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円として

います。 
② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

   なお、一部の連結対象団体においては、原則、取得原価としています。 
 
（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券････････････････････償却原価法（定額法） 
② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 
イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価 

③ 出資金 
ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 
イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
   販売用土地･････････個別法による低価法 

なお、一部の連結対象団体においては、先入先出法による原価法等によっています。 
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（４）有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物   2 年～50 年 
工作物   7 年～75 年 
物品 2 年～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっています。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取

引及び重要性の乏しいものでリース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイ

ナンス・リース取引を除きます。）

･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･････････リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

④ 共通事項

・減価償却は取得の翌年度から開始します。

・耐用年数を経過した後においても存する場合は、原則として備忘価額 1 円を計上しますが、

無形固定資産については備忘価額を計上しません。

・土地、立木竹、美術品・骨董品、歴史的建造物、建設仮勘定については減価償却を行いません。

（５）引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ以外

の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
長期延滞債権について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、そ

れ以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上していま

す。

長期貸付金について、回収不能が見込まれる債権については、個別に回収可能性を検討し、それ

以外の債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 
② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額により算定した金額を計上しています。

③ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
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（６）リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

･････････通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

･････････売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

･････････通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７）連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。

（８）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

（９）連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が３ヶ月を越えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算

を基礎として連結手続きを行いますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必

要な処理を行います。

（１０）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額が 50 万円以上の場合に固定資産として計上しています。

美術品については、取得価額に関係なく、すべて固定資産として計上しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、償却資産に対して修繕等を行った場合に、修繕等に

係る支出が当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるか

どうかを判断し、認められる部分に対応する金額を資本的支出として資産に計上しています。

ただし、修繕等に要した金額が 60 万円未満であるときは修繕費として処理しています。 

２ 重要な会計方針の変更

  該当事項はありません。
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３ 重要な後発事象

該当事項はありません。

４ 偶発債務

  該当事項はありません。

５ 追加情報

（１）連結対象団体

全体財務書類の対象範囲に、連結財務書類では次の連結対象団体が加えられています。

 団体名 区分 連結の方法 比例連結割合

最上広域市町村圏事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 43.73％ 
山形県市町村職員退職手当組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.00％ 
山形県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 2.84％ 
山形県消防補償等組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 4.69% 
山形県自治会館管理組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.65% 
新庄市土地開発公社 地方三公社 全部連結 －

一般財団法人新庄市スポーツ協会 第三セクター等 全部連結 －

  連結の方法は次のとおりです。

① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としていま

す。

② 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。

③ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっても業務運

営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。

また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出

資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象とします。ただし、出資割合が 25％未満であっ

て、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としません。

（２） 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期

間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

（３） 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

（４）売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです

ア 範囲 令和 5 年度予算において、財産収入として措置されている公共資産

イ 内訳 該当事項はありません。
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